
国際空手道連盟極真会館 感染防止基本指針（令和5年3月13日）

前文 以下の条項を基本指針とする

1'マスクの呑脱は基本的に個人の意思を尊重する

2. 必要に応じたマスク着用の指示を可能とする

3発熱等の感冒用症状が見られる際の、あらゆる空手活動への参加の自粛を求める

以上3点を基本方針として定め、以下は想定される場面での留意点に付き記す

(1)道場稽古

1)発熱等、感冒用症状発生の際の稽古参加の自粛

2)換気

3)手指消琳

(2)各種イペント

1)発熱等、感冒用症状発生の際のイペント参加の禁止

2)入場時の検温

3)手指消毒

(3)期問終了後、 5月8日以降に基本指針の見直しを図る

◎その他、個別冬件にてイ~llJlの疑筏が'I:じた際は1応If委J.l会に照会の L、菜f月の送行に当た

るようお即いいたします。

問い合わせ先極真会館医事委員会

〒222-0032横浜市港北区大豆戸町 639。2

TEL 045-439-5020 

FAX 045-439-5030 
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